
 
 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 民間企業等 

事業イメージ 
 事業目的・概要 
中小企業等における省エネの推進は、エネルギーコストの低減による利益増
大やエネルギーコストの急騰による経営リスクが軽減されるなど、中小企業等
の経営体質が強化され、生産性向上に直結します。 

 そのため、本事業においては、エネルギー使用量の計測・制御等の機能を有
する、省エネ性能の高い設備の導入による、生産性の向上に資する省エネ取
組を支援します。また、設備の入替効果のみならず、設備の運用改善による
省エネポテンシャルの深掘りの効果を追求します。 

具体的には、導入した設備のエネルギー使用状況を見える化し、省エネ設備
導入後における適切な運用管理や気づきを促します。また、本事業により省
エネ設備等を導入した事業者に対し、省エネを推進する専門家を派遣し、エ
ネルギー使用実態の調査・分析を行うことで、省エネ設備等の運用改善によ
るエネルギーの効率的利用を促します。 

 成果目標 
本事業によって、省エネ性能の高い設備の導入を支援するとともに、その後の
運用改善による、更なる省エネポテンシャルの深掘り効果を追求し、エネルギー
コストの低減を図り、中小企業等の経営体質を強化し、生産性の向上を図り
ます。 

事業者等 
補助 補助（1/3） 

省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の 
生産性革命促進事業     平成29年度補正予算案額  78.0億円 

資源エネルギー庁 
省エネルギー・新エネルギー部 
省エネルギー課 
03-3501-9726 

省エネ設備・エネルギー見える化設備の導入 

省エネ設備の導入 

ボイラー 見える化 
計測器 

＋ 
エネルギー使用量の見える化 

省エネの推進により、中小企業等の経営体質の強化、生産性向上を図る 

 エネルギー使用量の計測・制御等の機能を有する省エネ性能の高い設備等
の導入を支援 

専門家診断によるエネルギー効率的利用の促進（省エネの深掘り） 

 省エネに関する情報不足や人材不足により、省エネに取り組むことが出来な
い中小企業等が多く存在 

 そのような事業者に専門家を派遣し、省エネ設備等の運用改善によるエネル
ギーの効率的利用を促進 

設備を導入した企業に対し 
専門家を派遣、省エネ診断を実施 

改善 

診断前 診断後 

 
省エネ設備の導入に加え、専門家の支援により省エネの更なる深掘りを図る 

専門家の支援のもと、 
運用改善による省エネを推進 
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